
えられます。ただ、減少傾向の窒素についても環境基準に比べると濃度が依然として高

く、リンについては大きな変化がなく濃度が高いまま推移するなど、富栄養化状態にあ

ります。現状では、指標④のとおり、エアレーション装置による発生抑制対策によりア

オコの異常発生が抑えられている状況といえますが、相模湖のリン負荷については、湧

水など自然由来だけでなく一般家庭や事業所などからの排水の影響も強いことから、

引き続き、県外上流域を含めて、相模湖・津久井湖の集水域における汚濁負荷軽減対策

を着実に進めていくことが必要です。 
「地下水」に関しては、一度汚染されると再び水源として利用できるようにすること

は容易ではないことから、関係市町では、地下水の保全・再生事業により地下水汚染の

未然防止や地下水浄化対策のほか、継続的なモニタリング調査を実施するなど、地下水

保全の取組を推進しています。指標⑧のとおり、直近の地下水質測定（メッシュ調査）

結果では、地下水を主要な水道水源としているすべての地域において環境基準値を下

回っているとの結果を得ていることから、地下水の保全・再生は着実に効果が出ている

といえます。一方、環境基準値を下回っているものの基準値付近を推移している地点も

あることから、今後も市町が行っている地下水モニタリングの結果を確認し、対策を進

める必要があります。 
 
４ 施策全体の目的（最終的アウトカム）による評価 

  最終的アウトカムは、評価の時間軸を10年～20年とする長期的評価であることから、

現時点の評価は暫定的なものとなりますが、これまでの取組により施策の効果は徐々に

出てきていると言えます。このことから、水源保全地域における水循環機能の保全・再

生が図られている過程にあると考えられます。 
なお、第２期（平成 27 年）にモニタリング等に基づく施策評価を補完するものとして、

「経済的手法による施策評価」を実施しており、その結果からも費用に対し、発生してい

る総便益が高いことから効果的な政策であると判断できます。 
また、本施策の特徴でもある「県民の意志を基盤とした施策展開」や「順応的管理の考

え方に基づく施策推進」に関しては、115 ページの実績から、県民会議が設置され、県民

参加のもとで施策が展開されることで実現されています。そして、35 ページから 40 ペ

ージのとおり、各種モニタリング結果、事業評価、施策実施中に判明した課題等を踏まえ

事業見直しが図られていることから、順応的管理が実践され、それが施策に反映されて

いるものと評価します。 
  今後も引き続き県民参加のもと順応的管理の考え方に基づき、水源かん養機能の向上、

生態系の健全化、水源水質の維持・向上に向けた取組を続けることによって、施策の目

的である『将来にわたる良質な水の安定的確保』につなげていくことが重要です。 
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